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第１章 はじめに 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

 厚木市シルバー人材センター（以下、「センター」という。）は、平

成元年に設立して以来 3３年が経過し、この間、「自主・自立、共働・

共助」の基本理念の下、平成 20 年度に自立した事業運営や組織体制等

の機能強化を図るため、「中・長期基本計画」を策定し、平成 25 年度

からは後期実施計画に取り組み、会員自らがセンターの事業運営に参画

できる体制づくりを継続的に実施しながら推進してきました。 

 平成 30 年度からは、公益目的事業を着実に実行することを念頭に、

５箇年を計画期間とする「第１次基本計画」に取り組んできました。 

 そのような中、令和２年度から、世界的に新型コロナウイルス感染症

が猛威を振るい、人々の意識、価値観が変容し、生活スタイル等が大き

く変化し、センター事業にも大きな影響が出ており、当面は、コロナ禍

の状況に的確に対応していく必要があります。 

また、令和３年４月から施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律」の一部改正、令和５年度にインボイス制度の導入などセンタ

ーを取り巻く環境は大きく変化し、時代に即した取組が急務となってき

ました。 

このような変化を踏まえ、令和 4 年度に終了する第１次基本計画を評

価・検証し、評価結果を今後の施策展開に活用するとともに、第１次基

本計画の視点を継承しつつ、第 10 次厚木市総合計画を踏まえ、高齢者

の社会参加の機会の拡大や就労機会の創出の取組を進め、新たに SDGS

の理念と軌を一にし、いつまでも健康で生きがいを持てるような地域社

会の創造を目指し、次期に取り組むべき課題や目標を明確にして、新た

な基本計画を策定します。 
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第２章 「第１次基本計画」の評価・検証結果、満足度調査及び 

事業実績の推移等 

 

１ 「第１次基本計画」の評価・検証結果 

 令和４年度に「第 1 次基本計画」の達成状況などについて、評価・検証をしま

した。 

 これを基に、課題や問題を中長期的にとらえ、「第２次基本計画」の施策展開

に活用します。 

 

（1）評価区分 

 

 

 

（2）評価結果 

 

 

 

 

（3）評価結果一覧 
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２ 満足度調査結果（顧客・会員） 

 令和２年度に「お客様意識調査」及び令和４年度に「会員満足度調査」を行な

い、様々なご意見やご要望等をいただきました。 

 これを基に、現状と課題を整理し、「第２次基本計画」の施策展開に活用しま

す。 
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３ 事業実績の推移 

（1）会員数・入会率 

コロナ禍による入会説明会の開催やイベント参加などの自粛、さらに令和３

年４月から施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正

や自転車等駐車場管理業務の終了などの影響によって、会員の減少に転じてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）就業延人員 

就業延人員は、平成 30 年度までは増加していましたが、令和元年度から減

少に転じています。 
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（３）会員の年齢別構成 

平成 25 年度の平均年齢は 71.9 歳、平成 30 年度は 74.1 歳、令和３年度

は 75.1 歳    になり、高齢化が進んでいます。年齢別会員数の推移では、

69 歳以下が減少し、70 歳から 74 歳が最も構成比率が高いが、令和３年度は

75 歳から 79 歳が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の平均年齢 
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（４）受注件数 

受注件数は、コロナ禍の影響で減少傾向でありましたが、令和３年度は増加

に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）契約金額（請負、委任及び派遣事業） 

契約金額は、特に自転車等駐車場管理業務の終了によって、令和３年度は大

きく減少しましたが、一般企業の契約金額は上向きで、減額は最小限になりま

した。 
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（６）入会・退会理由 

入会する理由は、「生きがい、社会参加」が全体の 59.3％を占めており、次

いで「時間的余裕」が 17.7％、「経済的理由」が 10.9％と続いています。 

一方、退会については、理由が分かるものの中では、「病気」が最も多く

21.7％になっています。そのような中、「希望する仕事なし」と「就業機会な

し」が合わせて 7.8％存在することから、センターの職群に希望する仕事がな

い、あるいは仕事のミスマッチ等が一定数あることが推察されます。 

 

 入会理由 521 人（平成 30 年度から令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 退会理由 577 人（平成 30 年度から令和３年度） 
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（７）厚木市の人口動向 

  ア 年齢階層別人口 

厚木市の人口総数は、一貫して増加傾向となっていますが、増加率は、減

少傾向にあり、近年では横ばいとなっています。年少人口（０歳～１４歳）

は、昭和６０（１９８５）年以降穏やかに減少し、平成１７（２００５）年

に老年人口（６５歳以上）とほぼ同数となりました。生産年齢人口（１５～６４歳）

は、平成１２（２０００）年以降減少に転じていますが、老年人口（６５歳

以上）は、一貫して増加を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  出典：厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第 8 期） 

           原典は総務省「国勢調査」・令和２（２０２０）年のみ神奈川県年齢人口統計調査 

           推計については「厚木市ビジョン（令和３（２０２１）年 3 月改定） 
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  イ 高齢者人口の状況 

高齢者数は、一貫して増加を続け、平成２７（２０１５）年には約４人に

１人が高齢者となり、令和２２（２０４０）年には３人に 1 人が高齢者にな

る見込みです。 

また、後期高齢者（７５歳以上）は、平成２７（２０１５）年から令和７

（２０２５）年までの１０年間で２０，５００人から３４，２７８人（１６７倍）

となり、前期高齢者（65 歳～７４歳）を上回る見込みとなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  出典：厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第 8 期） 

           原典は総務省「国勢調査」 

           推計については「厚木市ビジョン（令和３（２０２１）年 3 月改定） 
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第３章 「第２次基本計画」 

 

１ 計画の基本視点（ビジョン） 

 第１次基本計画を継承し、６つの視点（ビジョン）に沿って計画を推進し

ます。 

 

（1）会員の増強 

（2）受注の拡大 

（3）組織体制の充実 

（4）安全・適正就業の徹底 

（5）財政基盤の確立 

（6）連携・交流活動の推進 

 

２ 計画の期間 

 本計画の期間は、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度までの５年

間とします。 

 

３ 計画の目標値 

会員数及び契約金額を計画の目標値と定め、計画期間内の各施策の達成状況等

を評価、検証する基準とします。 
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４ ＳＤＧｓへの取組 

 SDGｓ（持続可能な開発目標）は、平成 13（2001）年に策定されたミ

レニアム開発目標（MDGs）の後継として，平成 27（2015）年 9 月の国連サ

ミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載

された，令和 12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際

目標です。17 のゴールから構成され、「誰一人取り残さない（leave 

no one behind）」ことを誓っています。 

 そのような中で、人口減少及び少子高齢化が進展している中で、だれも

が、いくつになっても活躍できる社会の実現に向けて、地域の日常に密着し

た就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者

の生きがいの充実、健康の保持増進、さらに地域社会の活性化、医療費及び

介護費用の削減などに貢献しているセンターの様々な取組みは、ＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）と深くつながります。一人でも多くの高齢者の方々

に会員となっていただくとともに、センターの役割を十分に発揮することに

より、持続可能な社会の実現を目指します。 

 そこで、17 のゴールに照らして基本計画の各施策を推進することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               出典 国際連合センター 
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典 外務省「持続可能な開発のための 2030 アジェンダと日本の取組」 
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第４章 「第２次基本計画」の具体的な取組み 

 

１ 会員の増強 

（1）入会の促進 

  ア 会報「ねんりん」やホームページ等を活用し、センターが一丸とな

って入会促進活動を展開します。 

  イ 「広報あつぎ」やミニコミ誌等に定期的に掲載し、周知を図ります。

また、新たな広告媒体での発信にも努めます。 

  ウ 地域に密着した活動「シルバーの日」及び地域のイベント等の参加

を通して、地域と連携した普及啓発によって、新規会員の獲得を目指

します。 

（2）女性会員の増強 

  ア 女子の会「さつき」及び地域班内の「女性部会」を支援し、交流や

親睦の機会の充実に努め、女性会員の活性化につなげます。 

  イ 女性の趣向に沿った新たな業種の開拓や、仕事との良好なマッチン

グを推進します。 

（3）退会会員の抑制 

  ア 年間を通して、未就業会員に対する就業促進に取り組みます。 

  イ 引き続き、長期就業会員の入れ替えや、ワークシェアリング等を推

進するとともに、就業相談の充実に取り組みます。 

  ウ ＩCＴ   等を利用した迅速な就業情報の提供について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩCＴ…ネットワークを活用して、情報や知識を共有すること 

 

 

13



 
 

２ 受注の拡大 

（1）就業の開拓 

  ア 会報「ねんりん」及びホームページ等によって、受注拡大に対する

意識を高めるとともに、「広報あつぎ」及びミニコミ誌等にセンター

情報を掲載し、周知を図ります。また、新たな広告媒体での発信にも

努めます。 

  イ 会員が必要とする職種の受注活動を強化するとともに、労働者派遣

事業にも積極的に取り組みます。 

  ウ 役員及び職員による営業活動を推進するとともに、会員が広告パー

ソンとなり、口コミ活動を促進します。 

 

（2）高齢社会に対応した地域貢献事業の受注拡大 

  ア 行政や関係団体と連携し、福祉、子育て及び家事援助サービス等、

現役社会を支える分野の受注拡大へ積極的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 組織体制の充実 

（1）会員組織の充実 

  ア 委員会、地域班及び職種班等の活動を支援し、各会員組織の連携強

化を促進します。 

  イ 需要の多い除草班や植木班の増員及び技術向上を強化するとともに、

リーダー及び構成員の後継者育成を推進します。 

  ウ 顧客満足度及び会員満足度の調査を実施し、様々な御意見や御要望

等をいただき、事業運営に活用します。 

  エ ＩCＴを活用した、会議等を実施してまいります。 

 

（2）事務局体制の強化 

  ア 業務量や業務内容の変化に応じた職員配置と、職員構成に配慮した

人員を計画した「定員管理計画」を推進します。 
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  イ あらゆる機会を捉えて、会議や研修会等へ積極的に参加し、資質の

向上を図るとともに、これらの機会を捉えて情報交換や意見交換等を

展開し、センター事業の更なる発展につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 安全・適正就業の徹底 

（1）安全・適正就業の推進 

  ア 起きてしまった事故の原因や対策等を共有するとともに、これらの

情報を会報「ねんりん」、地域班会議及び職種班会議等で情報をタイ

ムリーに提供し、再発防止と安全意識の向上に取り組みます。 

  イ 「安全・適正就業基準」に基づいた安全・適正就業を遵守するとと

もに、安全管理委員会において、事故やトラブルが発生した際に、当

事者に対して適正な措置を推進します。 

  ウ 安全管理委員会による安全パトロールを定期的に実施することで、

安全・適正就業の徹底に取り組みます。 

  エ 会員及び企業等に対して、「適正就業ガイドライン」の周知を図り 

適正就業の徹底を図ります。 

  オ 安全・適正就業のために就業マニュアルを遵守するともに、定期的

なアップデートに取り組みます。 

（2）健康管理の推進 

  ア 安全・適正就業の基礎となる自らの健康管理のために、新型コロナ

ウイルス感染症拡大や熱中症の予防などを含んだ、健康に対する自己

管理の意識高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

15



 
 

５ 財政基盤の確立 

（1）自主財源の確保 

  ア 会員の拡大及び就業の拡大に取り組むことによって、自主財源の確

保に努めます。 

  イ 経常経費の縮減を推進するため、事務事業の見直しを行うとともに 

事務の合理化、効率化等に努めます。 

（2）補助金の確保 

  ア 国及び市補助金の確保とともに、新たな補助金の対象となる事業の

情報収集に努め、事業拡大と併せて新たな補助金の確保に取り組みま

す。 

（3）インボイス制度（適格請求書等保存方式）への対応 

  ア 令和５年 10 月から導入されるインボイス制度（適格請求書等保存

方式）に伴う事務費の改正により、顧客の急激な負担を避けるため、

特定費用準備資金の活用等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 連携・交流活動の推進 

（1）会員同士の連携と交流 

  ア 地域班やサークルの自主的な交流を支援します。 

  イ 新たな会員の親睦を深める取組みを検討し、魅力あるセンターを目

指します。 

（2）地域との連携と交流 

  ア 地域班による自主的な地域貢献やボランティア活動を創出し、セン

ターの信用と信頼を高めます。 

  イ 地域の組織活動に積極的に参加し、地域との連携や交流に取り組み

ます。 

  ウ センターの存在意義や価値を高め、身近なセンターになるため、社

会奉仕活動を実施します。 
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（3）行政や関係団体等との連携強化 

  ア 行政や外郭団体連絡協議会、その他関係団体と連携し、会員の増強

及び就業の拡大等センター事業への協力体制の強化に取り組みます。 
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第５章 計画の実現に向けて 

 

１ 計画の進行管理、評価・検証 

公益社団法人として「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」その他関連する諸

規程に基づいた健全な運営を進めます。 

 本計画に基づく事業や施策の実施に伴う進捗状況は、年度ごとに理事会に

おける審議・承認を経て、総会に報告します。 

 また、計画の取組みに対する顧客及び会員の意見を把握し、実効性の高い

計画にしてまいります。 

 さらに、最終年度（令和９年度）には、新たに「（仮称）厚木市シルバー

人材センター基本計画評価・検証委員会」を設置し、PDCA サイクルに通じ

た評価・検証を実施し、必要な改善等を実行します。 
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第 2 次基本計画策定経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 次基本計画策定委員会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            （敬称略） 
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